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薬局の認定申請書
地域連携薬局 専門医療機関連携薬局

それぞれの基準に
適合していることが
分かる書類を添付
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添付書類確認表

●認定申請・認定更新申請の際、
必要となる添付書類の一覧（概
要）が、提出する書類の種類に
応じて記載されている。

●各添付書類を作成後、申請前
に添付していることを申請者が
確認する。

●申請後、審査の過程で書類の
作成担当者へ確認や修正、追加
書類の連絡をする場合があり、
記入担当者欄に記載された方と
連絡をとることになる。

地域連携薬局 専門医療機関連携薬局
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項目 基準 提出書類の概要

1-1
相談窓口

利用者が座って情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を受けること
ができる、間仕切り等で区切られた相談窓口その他の区画並びに相談の
内容が漏えいしないよう配慮した設備を有すること。

利用者が座って情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を受けること
ができる個室その他のプライバシーの確保に配慮した設備を有すること。

相談窓口の写真

1-2
高齢者、障がい
者等への配慮

高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造であること。 薬局の外観や待合室の写真 など

1-3
無菌製剤処理
(地域連携薬局のみ)

無菌製剤処理を実施できる体制 （第１１条の８第１項ただし書の
規定により他の薬局の無菌調剤室を利用して無菌製剤処理を実施する
体制を含む。）を備えていること。

無菌製剤処理設備の写真 など

地域

共通

専門

地域

１ 薬局の構造設備等に関する写真
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１－１ 相談窓口
以下の要件を満たす相談窓口を設置していること

がわかる写真

地域

専門

共通

●薬局の待合室に相談窓口を設置している

●座って服薬指導を受けられる（イスを設置
している）
※常時設置していない場合は、イスに座って服薬指
導等を受けられる旨をわかりやすく掲示していること

●間仕切りを窓口に設置する等、隣の利用者
から窓口の上の薬剤や資料が通常見られない
措置が講じてある

●個室の相談窓口など、他の相談窓口や待合
場所から利用者を視認することが困難な措置
が講じてある

●利用者の相談内容が漏えいしないよう配慮
している（配慮内容の記述＋写真）

【配慮の例示】※薬局の状況ごとに必要となる措置の程度は異なる。

・間仕切り(パーティション)や壁、天井、床などに吸音材質のものを使用
する等、相談内容が他の利用者に伝わりにくくなっている。

・待合室と相談窓口の間に十分な距離を設けたり、パーティションを設
けるなど、相談内容が他の利用者に伝わりにくくなっている。

・マスキング音源（テレビやＢＧＭ、プライバシー保護用音源）により、
相談内容を他の利用者から聞き取りにくくします。

【間仕切り】 ※間仕切り以外の措置によることも可能

【個室など】

※右の例示以外にも、個室
と同程度に利用者のプライ
バシーを確保する措置を講
じたものであればよい。
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相談窓口の写真 作成例
※左図の参考様式は県ホームページからダウンロード可能
※作成方法は参考様式の上覧に記載。
※１枚の様式に複数の写真を貼付可能
※必要に応じて参考様式を複数枚使用することも可能。

●明らかに待合室ではない場所に設置している
ような写真の場合、申請担当者へ確認する場合
があります。

●相談窓口の設置場所がわかりにくい場合は、
待合室と相談窓口の位置関係がわかる写真など
も併せて添付してください。

●隣接する相談窓口や受付などの利用者から相談窓口
上の薬剤や服薬指導に用いる資料などが見えないこと
がわかる間仕切り等の区画がされていることがわかる
写真を添付してください。

場所

間仕切り等地域

共通

●相談窓口に利用者が使用しやすい椅子を設置してい
ることがわかる写真を添付してください。

●常時椅子を設置できない場合などは、待合場所や相
談窓口に、利用者がすぐ目に付くように椅子の利用が
可能である旨を掲示している写真と、利用する椅子が
すぐに用意できる場所に設置してあることがわかる写
真を添付してください。

座って服薬指導を受けることができる共通

専門 個室等

●専門医療機関連携薬局の場合は、下図のよう
な、個室の相談窓口等であることがわかる写真
を添付してください。

相談内容漏えい防止措置共通

●「次のような配慮を行っており、相談内容が漏えい
しないような措置を講じている」旨を記載し、実際に
薬局において講じている措置を記述してください。

●講じている措置に関する構造や設備の写真を添付し
てください（吸音や遮音設備、マスキング音源などの
写真）。

6



１－２ 高齢者、障がい者等への配慮
高齢者や障がい者等の配慮に関する以下の写真

共通

●薬局の外観
(薬局の出入りが容易にできることがわかる)

●待合室の状況
(出入口と相談窓口間を容易に移動できることがわかる)

●その他、高齢者や障がい者への配慮の状況
がわかるもの（写真又は記述）

【スロープ】
出入口までの段差の解消

【自動ドアや引き戸】
容易に通行できる前後に段差のない出入口

※開き戸の場合でも、出入口の前
後に車いすの転回スペースを設け
るなどの対応がありうる。

※段差がない場合や、エレベー
ターを使用する場合などもある。

【待合室】
車いす利用者が出入口～相談窓口(受付)間を容易に移動できる経路の拡幅

耳の不自由な方は
筆談しますので
お申し出ください

【その他の配慮】※例示
高齢者や障がい者等が円滑に利用するための配慮

車いすと歩行者がすれ
違える程度の拡幅
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高齢者等への配慮の写真 作成例
※左図の参考様式は県ホームページからダウンロード可能
※作成方法は参考様式の上覧に記載。
※１枚の様式に複数の写真を貼付可能
※必要に応じて参考様式を複数枚使用することも可能。

●薬局において対応している配慮の状況に☑を
記載してください。

●表に記載している配慮は、高齢者等への配慮
に対する一部の事項のみ記載しています。薬局
において対応している配慮（構造設備による配
慮のほか、対応等に関する配慮を含む。）があ
る場合は、□その他に☑を記載し、概要を記載
してください。

●薬局の外観や待合室の写真のほか、☑した項
目に関する写真は貼付してください。

配慮の状況のチェック☑共通

●次の状況がわかる薬局の外観の写真を添付し
てください。

・歩行者用道路から薬局の出入口に移動する経
路の状況がわかる写真
・薬局の出入口が車いす利用者などにとって容
易に通行できることがわかる写真

薬局の外観の写真共通

●次の状況がわかる薬局の外観の写真を添付してくだ
さい。

・薬局の出入口と受付、相談窓口間が車いす利用者な
どにとっても容易に移動できることがわかる写真

待合室の写真共通

●薬局において対応している配慮の状況として☑した
項目に関する写真を添付してください（薬局の外観の
写真や待合室の写真に写っている場合は、再度添付す
る必要はありません。）。

●写真で貼付することが困難な配慮については、[貼
付・記入欄]の空いている箇所に具体的な内容を記載し
てください。

配慮の状況にチェック☑したものの写真等共通
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１－３ 無菌製剤処理（地域連携薬局のみ）
無菌製剤処理の対応状況に応じて、以下の写真や書類

薬局に無菌製剤処理設備を設置している

はい

●無菌製剤処理設備の写真
いいえ

他の薬局の無菌調剤室に設置されている
無菌製剤処理設備を共同利用できる

●無菌調剤室・無菌製剤処理設備の写真

（利用先の薬局のもの）

●利用できることがわかる書類
（利用に係る契約書の写し等）

はい

いいえ

近隣に無菌調剤処理が可能な薬局がなく、
無菌製剤処理が可能な薬局を紹介できる

はい

●利用者へ当該薬局を紹介する書類
いいえ

無菌製剤処理設備の導入等の対応が必要

【無菌製剤処理設備】
・クリーンベンチや安全キャビネット、
無菌室など、無菌的な製剤を行うために、
無菌環境を作り出す設備を指します。

・自局で無菌製剤処理を行う場合は、無
菌調剤室の設置までは求められませんが、
他の薬局と共同利用する場合は、無菌調
剤室に設置されている無菌製剤処理設備
を共同利用できる必要があります。

【他の薬局の紹介】
・薬局が所在する日常生活圏（中学校
区）とその隣接する日常生活圏（中学校
区）に無菌製剤処理が可能な薬局がない
場合には、薬局利用者の状況を踏まえて
現実的に利用可能と思われる、無菌製剤
処理が可能な薬局を紹介することでも差
し支えありません。

・紹介による方法は、当分の間の時限的
な取扱いであり、今後、この取り扱いが
認められなくなる可能性があります。自
薬局での無菌製剤処理体制の整備も併せ
て御検討ください。

日常生活圏

紹介
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無菌製剤処理設備の写真等 作成例
※左図の参考様式は県ホームページからダウンロード可能
※作成方法は参考様式の上覧に記載。
※１枚の様式に複数の写真を貼付可能
※必要に応じて参考様式を複数枚使用することも可能。

無菌製剤処理体制の状況のチェック☑地域

●薬局の無菌製剤処理体制の状況について該当
するものに☑を記入してください。

●他の薬局の紹介による場合は、薬局の中学校
区（日常生活圏）を記入し、その中学校区・隣
接する中学校区にあるいずれの薬局でも無菌製
剤処理が行えないことを確認してください。
※無菌調剤室内で無菌製剤処理が行える薬局
がある場合は、共同利用による必要があり
ます。

無菌製剤処理設備の写真地域

●自薬局に設備を設置している場合は、無菌製剤処理設
備の写真を添付してください。

●共同利用の場合は、利用先の無菌製剤処理設備の写真
と無菌調剤室の写真を添付してください。

共同利用できることがわかる書類地域

●共同利用の場合は、利用先との共同利用に関
する契約書など、共同利用できることがわかる
書類の写しを添付してください。

無菌製剤処理ができる薬局を紹介する書類地域

●他の薬局の紹介による場合は、紹介先の薬局
を利用者へ案内する文書を添付してください。
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項目 基準 提出書類の概要

2-1
医療機関・薬局
への連絡体制

薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が利用者の薬剤及び医
薬品の使用に関する情報について地域における医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に
対して随時報告及び連絡することができる体制を備えていること。
薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が利用者の薬剤及び医
薬品の使用に関する情報について地域における他の薬局に対して報告及び連絡することができる体
制を備えていること。

薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が当該薬局を利用する第
１項に規定する傷病の区分に該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について前号の医
療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して随時報告及び連絡することができる体制を
備えていること。
薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が当該薬局を利用する第
１項に規定する傷病の区分に該当する者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域にお
ける他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制を備えていること。

トレーシングレポートの様式

2-2
相談対応体制

開店時間外であっても、利用者からの薬剤及び医薬品に関する相談に対応する体制を備えている
こと。

薬袋や薬情等の様式
(開店時間外の連絡先を記載した文書等)

2-3
休日夜間調剤
応需体制

休日及び夜間であっても、調剤の求めがあつた場合には、地域における他の薬局開設者と連携して
対応する体制を備えていること。 休日夜間当番薬局一覧など

地域

専門

２ 薬局で活用等している書類

共通

共通

11



２－１ 医療機関・薬局への連絡体制
他の医療機関等へ情報提供する際に活用する

以下の書類

●医療機関や薬局の薬剤師・医療関係者と情報
共有する際に活用している様式

地域

専門

●がん治療に係る医療機関や薬局の薬剤師・医
療関係者と情報共有する際に活用している様式

※県の様式ダウンロードはご
ざいません。薬局において現
に活用している様式を添付し
てください。

別紙２－１
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２－２ 相談対応体制
開店時間外の相談連絡先に関する以下の書類

共通

●患者に交付する文書等に開店時間外の相談連絡先を
記載したもの（薬袋や薬情などの様式・見本）。

●記載する連絡先は、当該薬局の薬剤師に直接連絡
できる連絡先であること。

記載内容共通

●必ずしも２４時間対応が必須ではないが、患者の
状況や利便性なども踏まえて対応する時間を設定す
ること。

※県の様式ダウンロードはご
ざいません。薬局において現
に活用している様式を添付し
てください。

●閉店時間外の連絡先のほか、相談に対応できない
時間帯がある場合は、その時間帯や、代替手段など
の注意事項を記載すること。

別紙２－２
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２－３ 休日夜間調剤応需体制
休日夜間の調剤に関する以下の書類

共通

●休日夜間に調剤を応需できる薬局を案内できる文書
●地域の他の薬局開設者と連携して対応していること
がわかる文書

記載内容共通

●休日夜間当番薬局の輪番に加わっている場合は、認定を受
けようとする薬局が当番となっている月の一覧を添付するこ
と。

●地域の休日夜間の調剤応需する薬局へ薬剤師が輪番で従事
（派遣）することにより、他の薬局開設者と連携して対応し
ている場合は、派遣のシフト表など、派遣していることがわ
かる書類を添付すること。

●自薬局が24時間開店し、地域の休日夜間の調剤に対応す
る場合は、その旨を地域の薬局へ周知している文書を添付す
ること。

※上記いずれの場合も、休日夜間に調剤を応需できる薬局を
案内する文書を薬局内外の見やすい場所に掲示し、その様子
がわかる写真を添付すること。

別紙２－３
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項目 基準 提出書類の概要

3-1
会議への参加

薬局開設者が、過去１年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師を、
介護保険法第１１５条の４８第１項に規定する会議その他の地域包括ケアシステム（地域にお
ける医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第２条第１項に規定する地域包括ケアシ
ステムをいう。以下同じ。）の構築に資する会議に継続的に参加させていること。

薬局開設者が、過去１年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師を、
利用者の治療方針を共有するために第１項に規定する傷病の区分に係る専門的な医療の提供等
を行う医療機関との間で開催される会議に継続的に参加させていること。

過去１年間の
参加実績一覧

3-2
服薬情報提供

実績

薬局開設者が、過去１年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に
利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報について地域における 医療機関に勤務する薬剤師
その他の医療関係者に対して月平均３０回以上報告及び連絡させた実績があること。

薬局開設者が、過去１年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に
当該薬局を利用する第１項に規定する傷病の区分に該当する者のうち半数以上の者の薬剤及び
医薬品の使用に関する情報について第１号の医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に
対して報告及び連絡させた実績があること。

過去１年間の
情報提供実績一覧

３ 薬局の実績等に関する書類

地域

専門

地域

専門
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項目 基準 提出書類の概要

3-3
薬剤師の
配置・研修

当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、当該薬局に継続して１年以上常勤と
して勤務している者であること。

当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上が、地域包括ケアシステムに関する研修を
修了した者であること。

第六項に規定する専門性の認定を受けた常勤の薬剤師を配置していること。

薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対し、１年以内
ごとに、前号の研修又はこれに準ずる研修を計画的に受けさせていること。

薬局開設者が、当該薬局において薬事に関する実務に従事する全ての薬剤師に対し、１年以内
ごとに、第１項に規定する傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導に関する研
修を計画的に受けさせていること。

薬局の薬剤師の勤務・研修
状況の一覧、修了証等

3-4
居宅等における
調剤等の実績
（地域連携薬局のみ）

居宅等（薬剤師法第２２条に規定する居宅等をいう。以下同じ。）における調剤並びに情報の
提供及び薬学的知見に基づく指導について、過去１年間において月平均２回以上実施した実績が
あること。ただし、都道府県知事が別に定める場合にあつては、月平均２回未満であって当該都道府
県知事が定める回数以上実施した実績があることをもつてこれに代えることができる。

過去１年間の
実績一覧

３ 薬局の実績等に関する書類

地域

専門

共通

地域

専門

地域

継続して常勤勤務する薬剤師の配置

専門性等を有する薬剤師の配置

薬剤師への研修の実施
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項目 基準 提出書類の概要
3-4

地域の薬局への
研修

(専門医療機関連携薬
局のみ)

当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、地域における他の薬局に勤務する薬
剤師に対して、第１項に規定する傷病の区分ごとの専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導に
関する研修を継続的に行っていること。

過去１年間の
研修開催実績一覧

3-5
医薬品供給
体制

在庫として保管する医薬品を必要な場合に地域における他の薬局開設者に提供する体制を備え
ていること。

在庫として保管する第１項に規定する傷病の区分に係る医薬品を、必要な場合に地域における他
の薬局開設者に提供する体制を備えていること。

分譲伝票
（過去１年間で分譲した実績１件）

3-6
ＤＩ室機能

当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、過去１年間において、地域における他
の医療提供施設（医療法第１条の２第２項に規定する医療提供施設をいう。以下同じ。）に対
し、医薬品の適正使用に関する情報を提供していること。

当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が、過去１年間において、地域における他
の医療提供施設に対し、第１項に規定する傷病の区分ごとの医薬品の適正使用に関する情報を提
供していること。

提供した情報の写し
（過去１年間で提供した実績１件）

３ 薬局の実績等に関する書類

専門

地域

専門

地域

専門
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実績等の積算期間（基準日）の考え方
〇 各種実績等の計算の対象となる期間（過去１年間）は、次の考え方による「基準日」から過去１年間

申請日の前月末日の１年前において、薬局を開局している場合 ⇒ 申請日の前月末日が「基準日」

申請日の前月末日の１年前において、薬局を開局していない場合 ⇒ 申請日が「基準日」

〇 構造設備等や薬剤師の勤務状況等は、上記の「基準日」時点のものとする。

認定

地域連携薬局

開局

R2.7.1
認定申請

R3.8.20

申請日の前月末日
(R3.7.31)

申請日前月末日の1年前
(R2.8.1)

基準日(R3.7.31)

認定申請の実績等対象期間

R3.10.1

地域連携薬局

R4.8.15

更新申請

基準日(R4.7.31)

更新申請の実績等対象期間

更新

地域連携薬局

R4.10.1

認定

地域連携薬局

開局

R2.８.21
認定申請

R3.8.20

申請日の前月末日
(R3.7.31)

申請日前月末日の1年前
(R2.8.1)

基準日(R3.8.20)

認定申請の実績等対象期間

R3.10.1

地域連携薬局

R4.8.15

更新申請

基準日(R4.7.31)

更新申請の実績等対象期間

更新

地域連携薬局

R4.10.1
基準日の1年前(R2.8.21)
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３－１ 会議への参加
過去１年間における以下の実績一覧

●薬局の薬剤師が参加した地域包括ケアシステムの
構築に資する次の会議への参加実績一覧

・市町村又は地域包括支援センターが主催する
地域ケア会議

・介護支援専門員が主催するサービス担当者会議
・地域の多職種が参加する退院時カンファレンス

地域

専門

●利用者の治療方針を共有するために次の医療機関
（がんに関する専門的な医療の提供等を行う医療機関。この資料中

「専門医療機関」という。）との間で開催される会議の参
加実績一覧

・がん診療連携拠点病院
・地域がん診療連携拠点病院
・地域がん診療病院
・福岡県指定がん診療拠点病院 等

※福岡県庁ホームページの トップページ > 健康・福祉・子育て > 疾病
対策 > がん対策 > がん拠点病院に関する情報ページ 参照

【地域ケア会議】 【サービス担当者会議】 【退院時カンファレンス】

【地域包括ケアシステムの構築に資する会議】
医療職種や介護職種など多職種が会し、介護・医療の提供に関する意見交換・情報共有を行う
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※左図の参考様式は県ホームページからダウンロード可能
※作成方法は参考様式の上覧に記載。
※必要に応じて参考様式を複数枚使用することも可能。
※専門医療機関連携薬局の参考様式についても、地域連携
薬局と同等程度のものを県ホームページからダウンロード
が可能です。
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３－２ 服薬情報提供実績
過去１年間における以下の実績一覧

●薬局薬剤師から医療機関の薬剤師その他の医療関
係者へ利用者の服薬情報に関する次のような情報提
供(共有)を実施した月ごとの実績（１年間の月平均
３０回以上）

・利用者の入院に当たっての情報共有
・医療機関からの退院に当たっての情報共有
・外来の利用者に関する情報共有
・居宅等訪問の報告書等による情報共有

地域

専門

●薬局薬剤師から専門医療機関の薬剤師その他の医
療関係者へがん患者(利用者)の服薬情報に関する情
報提供(共有)を実施した１年間の実績（１年間のが
ん患者の半数以上の者について、１回以上の情報提
供実績）

●薬局薬剤師が服薬指導等の主体的な情報収集によ
り得られた情報を文書や電磁的記録で提供した情報
提供（共有）が対象。

共通

文書や電磁的記録による医療機関への利用者の服薬情報の提供は対象

医療機関からの情報提供は対象外

服薬中の薬剤情報をお薬手帳へ記載したものは対象外

口頭での情報提供や疑義照会は対象外

利用者の服薬情報ではない情報提供は対象外他の薬局への情報
提供は対象外
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※左図の参考様式は県ホームページからダウンロード可能
※作成方法は参考様式の上覧に記載。
※必要に応じて参考様式を複数枚使用することも可能。
※専門医療機関連携薬局の参考様式についても、地域連携
薬局と同等程度のものを県ホームページからダウンロード
が可能です。

22



３－３ 薬剤師の配置、研修
薬局の薬剤師の勤務状況や研修の受講状況がわかる以下の一覧など

●常勤薬剤師の半数以上が継続して
１年以上常勤勤務していることがわ
かる一覧

●常勤薬剤師の半数以上が地域包
括ケアシステムに関する以下の研修
を修了していることがわかる一覧及
び当該薬剤師の修了証（又は各
受講証(※)）の写し
※健康サポート薬局研修Ａ・Ｂ及びe-ラーニングの各

受講証

・健康サポート薬局研修（健康サポート薬

局に係る研修実施要綱に基づく研修実施機関が実施
する研修）

●がんの薬物療法全般に係る専門性
の認定(※)を受けた常勤の薬剤師が
勤務していることがわかる一覧及び
当該薬剤師の認定証などの写し

※専門性の認定を行う団体として厚生労働省に届出

を行っている団体の認定

●薬局に勤務する全ての薬剤師（※）

に対して過去１年以内（※）に以下
の研修を受講させたことがわかる一
覧
※病気等の急な欠勤に対する他の薬局からの応援で
派遣された薬剤師など、通常その薬局で勤務する者で
はない薬剤師は含めない。

※当該薬局に勤務して１年に満たない薬剤師は、勤
務を開始して１年以内に受講する予定であることがわ
かること。

・地域包括ケアシステムに関する内容
を学習することができる研修（外部研

修／内部研修は問わない。）

・がんに関する専門的な指導等に必要
な内容が学習できる研修（外部研修

／内部研修は問わない。）

共通 地域

専門

地域

専門

※認定制度上は、次の薬剤師を「常勤」として取り扱う。

・週当たりの勤務時間が32時間以上の者

・週当たりの勤務時間が24時間以上かつ週4日以上勤
務する者(育児・介護休業法の規定に基づき労働時間
を短縮している場合に限る。当面の間の措置。)

※認定後の常勤薬剤師の増員・減員により一時的に次の
基準（常勤薬剤師の半数以上に関する基準。以下こ
の資料中「1/2基準」といいます。）を満たさなくなった
場合、一定条件の下で、認定の継続する（認定証を返
納しない）ことや、認定の更新をすることができる場合
がある。

・当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上
が、当該薬局に継続して１年以上常勤として勤務して
いる者であること。

・当該薬局に常勤として勤務している薬剤師の半数以上
が、地域包括ケアシステムに関する研修 を修了した者で
あること。
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認定期間

凡例 ：１年以上継続して当該薬局に常勤として勤務する薬剤師

：当該薬局に継続して常勤として勤務した期間が１年未満の常勤薬剤師

½基準の例示

12か月

採用

6か月

継続勤務1年

6か月

認定

地域連携薬局

6か月

継続勤務1年

認定更新

地域連携薬局

認定期間

●開局1年後、継続勤務1年以上の常勤薬剤師（ ２名）が全常勤薬剤師（ ４名）の半数(½)以上となったため、認定可能
●更新時点では、全常勤薬剤師（４名）が継続勤務1年以上となっている。

開局

12か月

【ケース１】½基準を満たし、認定の更新も可能なケース
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【ケース２】常勤薬剤師の退職等(減員)により、½基準を満たさなくなったケース(更新前には½基準を満たす見込)

認定期間

12か月

開局

採用

継続勤務1年

８か月

認定

地域連携薬局

認定更新

地域連携薬局

認定期間

休業

１か月

継続勤務1年

３か月

 認定後、常勤薬剤師の退職や他店舗へ異動、病気休業等により、½基準を満たさなくなった場合、他に継続して１年以上常
勤として勤務する薬剤師 が配置されており、認定の更新時には他の常勤薬剤師が継続して１年以上常勤として勤務する
薬剤師となる見込みであり、 ½基準を満たす見込みがある場合は、認定証を返納しなくても差し支えない（認定の効力は有
効期間中は継続）。※認定の更新時に½基準を満たす見込みがない場合は、認定証の返納が必要。

 認定の更新の際は、½基準を満たしており、認定の更新が可能。
 病気休業から再度常勤として勤務する際に、当該休業期間を除き１年以上常勤として勤務していれば、復職後も として

取り扱う。

½基準未達

復職



【ケース３】常勤薬剤師の退職等(減員)により、½基準を満たさなくなったケース(更新時に½基準未達の見込)

認定期間

12か月

開局

採用

継続勤務1年

5か月

認定

地域連携薬局

退職

認定証返納

３か月

 認定後、常勤薬剤師の退職や他店舗へ異動、病気休業により、½基準を満たさなくなり、認定が継続された場合の認定の更
新時期には他の常勤薬剤師が継続して１年以上常勤として勤務する薬剤師となる見込みがない場合、認定証を返納する必要
がある。

 改めて½基準を満たした時点で認定を受けることは可能。

½基準未達

認定
期間

認定

地域連携薬局

継続勤務1年

4か月

※認定が継続していた
場合の更新時期



【ケース４】常勤薬剤師の採用や転入(増員)により½基準を満たさなくなったケース(更新前には½基準を満たす見込)

認定期間

12か月

開局

採用

継続勤務1年

８か月

認定

地域連携薬局

認定更新

地域連携薬局

認定期間

継続勤務1年

4か月

異動

½基準未達

 認定後、常勤薬剤師の採用や他店舗からの異動、病気休業者の復帰などにより、常勤薬剤師が増員されたため、 ½基準を満
たさなくなった場合、認定の更新時には他の常勤薬剤師が継続して１年以上常勤として勤務する薬剤師となる見込みであり、
½基準を満たす見込みがある場合は、認定証を返納しなくても差し支えない（認定の効力は有効期間中は継続）。
※認定の更新時に½基準を満たす見込みがない場合は、認定証の返納が必要。

 認定の更新の際は、½基準を満たしており、認定の更新が可能。



【ケース５】常勤薬剤師の採用や転入(増員)により½基準を満たさなくなったケース（更新時に½基準未達の見込）

認定期間

12か月

開局

継続勤務1年

4か月

認定

地域連携薬局

8か月

異動

½基準未達

8か月

認定証返納

4か月

4か月

認定
期間

認定

地域連携薬局

 認定後、常勤薬剤師の採用や他店舗からの異動、病気休業者の復帰などにより、常勤薬剤師が増員されたため、 ½基準を満
たさなくなり、認定が継続された場合の認定の更新時期には他の常勤薬剤師が継続して１年以上常勤として勤務する薬剤師
となる見込みがない場合、認定証を返納する必要がある。
※常勤薬剤師の増員時の考え方の説明の例として極端なケースを提示しているもの。

継続勤務1年

※認定が継続していた
場合の更新時期



認定期間

12か月

採用

継続勤務1年

認定

地域連携薬局

認定更新

地域連携薬局

認定期間

開局

【ケース６】常勤薬剤師が育休等により½基準を満たさなくなったケース

３か月

介護休業

９か月

復職

½基準未達

 認定後、常勤薬剤師が育休等（産前休業や産後休業（労働基準法）、育児休業や介護休業（育児・介護休業法））を取得したことに
より、 ½基準を満たさなくなった場合、他に継続して１年以上常勤として勤務する薬剤師 が配置されており、育休等を
取得した薬剤師が常勤薬剤師として復帰する見込みがある場合は、認定証を返納しなくても差し支えない（認定の効力は有
効期間中は継続）。

 認定の更新の際にも½基準を満たしていないが、一定要件を満たす場合は認定の更新が可能（要件や更新できない場合の例
示については後述）。

 上記の休業者は、休業の前後で勤務が継続しているものとして取り扱う。



認定期間

12か月

採用

継続勤務1年

認定

地域連携薬局

認定更新

地域連携薬局

認定期間

開局

【ケース７】常勤薬剤師が育休等により½基準を満たさなくなったケース（2度目の更新ができない場合）

９か月

育休等

３か月

復職

½基準未達

８か月

退職

採用

½基準未達

1０か月

認定

地域連携薬局

認定証返納

 上記例の１回目の認定の更新の際、½基準を満たしていないが、休業者が常勤として復帰する見込みがあり、場合は認定の
更新が可能。※休業者が常勤として復帰する見込みがないのであれば、更新はできない。

 上記例の２回目の認定の更新は、前回更新時に同じ休業者に関して上記の取扱いによる更新を行っている場合、上記取り扱
いは行わない（ ½基準を満たしていないため、更新しない）。※例示では２度目に採用した常勤薬剤師が更新時までに になる見込みがあく、更新まで

に育休等を取得した薬剤師が復職する見込みがない設定として、更新の見込みがないため、採用と同時に認定証の返納を行っている。※説明の例として極端なケースを提示しているもの。

育休等に関する½基準の取扱い

次のいずれの場合にも該当しない場合は、上記休業による
½基準不適合であっても、認定を認める。

• 新たに認定を受けようとする場合

• 当該薬剤師が常勤として勤務する薬剤師として復職する見込
みがない場合

• 継続して１年以上常勤として勤務する薬剤師が一時的に全く
いない状況になる場合（認定薬局としての役割を果たすこと
が困難な状況になっている場合

• 当該薬剤師の育児休業等が前回の更新の際から継続しており、
前回の更新において、当該薬剤師の育児休業等に伴い上記取
扱いにより認定を更新している場合



※左図の参考様式は県ホーム
ページからダウンロード可能
※作成方法は参考様式の上覧
に記載。
※必要に応じて参考様式を複
数枚使用することも可能。
※専門医療機関連携薬局の参
考様式についても、地域連携
薬局と同等程度のものを県
ホームページからダウンロー
ドが可能です。
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筑 紫 太 郎

〇〇〇〇 〇 〇

〇〇〇〇 〇 〇

福岡県

〇〇〇〇 〇 〇

〇〇〇〇〇〇

別紙3－3

実施団体名

修了証の写し

各受講証明書の写し

修了証等の写し

● 健康サポート薬局研修修了証に「有」とした全ての常勤薬剤師の修了証等の写しを添付してください。
● 修了証等とは、修了証のほか、研修Ａ・Ｂ及びe-ラーニングそれぞれの受講証明書でも差し支えありません。
● 修了証等は、有効期限内のものを添付してください。

□□□□□ □□□□□

□□□□□□□ □□□□□□□

□□□□□□□

粕 屋 次 郎 粕 屋 次 郎

〇〇 〇〇 〇〇 〇〇

第□□□□号

健康サポート薬局 知識習得型研修

受講証明書

粕 屋 次 郎 様
薬剤師名簿登録番号：□□□□□□□

あなたは健康サポート薬局の
知識習得型研修(e-ラーニング)を
受講されましたのでこれを証します。

【研修内容】
健康サポート薬局 知識習得型研修

○○○○年○月○日
（有効期限：発行日より３年）

実施団体
○ ○ ○ ○

別紙3－3 別紙3－3

別紙3－3

実施団体名 実施団体名
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地域
専門 認定証の写し

●専門性の認定を受けた薬剤師に関する有効期限内の認
定証の写しを添付してください。



３－４ 居宅等における調剤等の実績（地域連携薬局のみ）

過去１年間における以下の実績一覧

●居宅等における調剤や情報提供、指導の実績が年間
の月平均２回以上であることがわかる、月ごとの実績
の一覧

地域

※下図の参考様式は県ホームページからダウンロード可能
※作成方法は参考様式の上覧に記載。
※必要に応じて参考様式を複数枚使用することも可能。

実績の計算方法地域

●居宅等を訪問して指導等を行った回数を計上する。

●複数の利用者が入居している施設を同一日に訪問した場合は、指導等
を行った人数に関わらず、「１回」と計上する。
※複数日に渡って訪問した場合は、当該日数分を回数として計上する。

●同一人物（施設）に対する同一日の訪問は、訪問回数（人数）に関わ
らず、「１回」と計上する

同一施設・同一日の指導
等は、訪問回数や人数に
関わらず１回と計算
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３－４ 地域の他の薬局への研修（専門医療機関連携薬局のみ）

過去１年間における以下の実績一覧等

専門

● 地域の他の薬局に勤務する薬剤師に対して、
当該薬局の薬剤師が、がんの薬物療法に関する
調剤や指導に関する研修を開催した実績 及び
研修資料（１件分。写し。）

※下図の参考様式は県ホームページからダウンロード可能
※作成方法は参考様式の上覧に記載。
※必要に応じて参考様式を複数枚使用することも可能。

【地域の他の薬局薬剤師への研修】

・地域の他の薬局でもがん治療を受けている利用者に対応することがで
きる体制を構築するために行うもの（社内研修などではありません。）。

・連携している医療機関の協力も得ながら実施すること。
※連携先の医療機関が研修に講師等として出席することを求めている
ものではありません。
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３－５ 医薬品供給体制
過去１年間のうち、医薬品を供給したことがわか

る以下の書類

●地域の他の薬局（開設者）に医薬品を分譲した際
の分譲伝票の写し（１件分）など、医薬品の供給体
制を有することがわかる書類

共通

内容共通

●過去１年間の考え方については後述。
●同一開設者の医薬品の分譲は該当しない。
●日常生活圏など、近隣の薬局へ分譲した記録を添付す
ること。
●過去１年間で対象となる分譲実績がない場合、近隣薬
局へ医薬品の分譲に応じる旨や在庫している医薬品の情
報を提供していることがわかる書類を添付すること。

専門

●がん治療に関する医薬品を分譲した記録が望ましい
（実績がない場合は、それ以外の医薬品に関する分譲の
記録で差し支えない）。

内容

別紙３－５
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３－６ ＤＩ室機能
過去１年間における以下の書類

●他の医療提供施設（※）に対して医薬品の適正使用に
関する情報を提供したことがわかる書類（１件分。写
し）

●他の医療提供施設（※）に対してがん治療に関する医
薬品の適正使用に関する情報を提供したことがわかる
書類（１件分。写し）

※病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その
他の医療を提供する施設

地域

専門

【提供する情報】

地域の他の医療提供施設に対して次のような医薬品の適正使用に関する情報を広く提供し、
地域の医薬品情報室（DI室）としての役割を果たすことを求めたもの。
・新薬の情報
・同一薬効群における医薬品の有効性及び安全性の情報や特徴
・後発医薬品の品質に関する情報や製剤の工夫等の特徴 等

※単に厚生労働省、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、製薬企業等が作成する資料や、同
一グループの薬局が提供する資料と同内容の資料を提供するだけでなく、薬剤師の薬学的知見
を踏まえて医療提供施設の従事者や利用者の特性を考慮して必要な情報を判断し、分かりやす
く情報提供できるよう工夫したものであること。

件名：新薬〇〇について
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項目 基準 提出書類の概要

４
医療安全対策

薬局開設者が、医療安全対策に係る事業に参加することその他の医療安全対策を講じているこ
と。

医療安全対策の状況が
わかる書類

共通

医療安全対策の状況がわかる次の書類※実施しているもののみ

【医療安全・薬物療法の安全性の向上に資する事業への参加状況】

・過去１年間における副作用報告の写し（１件）

・薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業に参加していることがわかる書類（参加登録申請書の写しや登録完了のお知らせなど ）

・市販直後調査に協力していることがわかる書類（過去１年間における報告実績の写し １件）

【利用者の薬物療法に関する安全性の確保への特段の配慮状況】

・医薬品リスク管理計画(RMP)を活用した服薬指導等を行っていることがわかる書類（RMPマーク活用資材一覧など）

・PMDAメディナビを活用した服薬指導等を行っていることがわかる書類（PMDAメディナビ登録証明書の写しなど）

共通

４ 医療安全対策

※ 薬局において実施している医療安全対策について、実施している事項に関する書類を提出するものです。
全ての対策を講じなければならないものではありません。

※ 体制省令等の法令で求められる標準的な医療安全対策は、該当しません。
※ 医療安全対策の取組は、上記に限定されるものではありません。
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医療安全・薬物療法の安全性の向上に資する事業への参加状況

副作用報告実績

（過去1年以内の1件）

薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業
へ参加していることがわかる書類

次のような書類（いずれか）

・参加登録申請書の控え（写し）

・登録完了のお知らせ（写し）

・参加薬局一覧への掲載箇所の写し

市販直後調査へ協力していることが
わかる書類

・対象の新薬 について、
製造販売業者（卸売販売業者を
通じて行う場合もある。）へ副作用
等の情報を報告した実績（写し）

【市販直後調査の目的】
新医薬品の販売開始直後において，医

療機関に対し確実な情報提供，注意喚起
等を行い，適正使用に関する理解を促す
とともに，重篤な副作用及び感染症（以
下「副作用等」という。）の情報を迅速
に収集し，必要な安全対策を実施し，副
作用等の被害を最小限にすることを主な
目的とする。

【市販直後調査とは】
「市販後調査」のうち，製造業者等が，

販売を開始した後の6箇月間，診療にお
いて，医薬品の適正な使用を促し，重篤
な副作用等の症例等の発生の迅速な把握
のために行うものをいう。
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利用者の薬物療法に関する安全性の確保への特段の配慮状況

医薬品リスク管理計画(RMP)を

活用した服薬指導等を行っていることがわかる
書類

【医薬品リスク管理計画(RMP)とは】
製造販売業者が「承認前」から「市販後」を通

じて収集された副作用（リスク）を整理し、不足
情報についてはどのように情報収集すべきか、ま
た、既知のリスクに対してはどのようにリスクを
最小化すべきかをまとめた文書。

【医薬品リスク管理計画(RMP)の活用】
様々な活用方法が考えられるため、各薬局におけ

る活用方法を踏まえ、活用していることがわかる書
類を添付すること。

（例示）
・重要な特定されたリスクを利用者のモニタリング
項目にする
・添付文書に記載されていない潜在的リスクを把握
し、活用する
・リスク最小化活動資材（医療従事者向け資材や患
者向け資材）を活用する
※資材にはRMPマークが表示されている。

PMDAメディナビを

活用した服薬指導等を行っていることがわかる書類

【PMDAメディナビとは】
医薬品・医療機器等の安全性に関する特に重要な情報が発出された際に、タイム

リーにその情報を配信するメールサービス。
＜主な配信内容＞
• 緊急安全性情報 ・安全性速報 • 使用上の注意の改訂指示通知
• 回収情報（クラス I 、クラス II ） • 承認情報
• 医薬品リスク管理計画（RMP） • 適正使用等に関するお知らせ
• 医薬品に関する評価中のリスク等情報 • 副作用救済給付の決定のお知らせ 等

情報過多、情報の陳旧化

必要な情報を必要な時に入手

最新情報の共有・活用

PMDAメディナビ登録証明書等
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項目 基準 提出書類の概要

5-1
薬局開設許可

薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医
療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必
要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要
件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができ
る。

薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医
療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施
するために必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるがんその
他の傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて専門医療機関連携薬局と称
することができる。

薬局開設許可証の写し

5-2
麻薬調剤応需

体制

薬局開設者が、麻薬及び向精神薬取締法（昭和２８年法律第１４号）第２条第１号に規
定する麻薬の調剤に応需するために同法第３条第１項の規定による麻薬小売業者の免許を受け、
当該麻薬の調剤の求めがあつた場合には、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師
に当該薬局で調剤させる体制を備えていること。

麻薬小売業者免許証の写し

5-3
医療機器等
提供体制

高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器（以下「高度管理医療機器等」という。）の販
売業の許可を受け、訪問診療を利用する者に対し必要な医療機器及び衛生材料を提供するため
の体制を備えていること。

高度管理医療機器等販売
業等の許可証の写し

地域

５ 許可証等の写し

共通

共通
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高度管理医療機器等販売業許可証地域薬局開設許可証共通 麻薬小売業者免許証共通

※販売業・貸与業・販売業貸与業のいず
れの許可証でも差し支えありませんが、
貸与業の場合は、別途販売業貸与業へ変
更してください。

別紙５－１ 別紙５－２ 別紙５－３
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注意事項

【認定（新規）】

○ 申請書類（申請書、添付書類確認表及び各種添付書類）は、必ず２部ご提出ください。

○ 申請者の控えとして、１部写しをお手元に保管しておくことをお勧めします（更新申請時も同様の書類を提出するため。）。

○ 毎月１０日までに申請したものについては、翌月１日から、以降の申請は翌々月１日から有効な認定証を発行します。

※ 追加書類の提出や補正等がある場合は、１０日までに申請した場合であっても、翌々月１日から有効な認定証となる場合があります。

※ 認定を取得された場合は、認定の有無等に関して、薬局機能情報提供制度に基づく変更報告（薬局の機能に関する情報の報告）が別途必要となります。

【更新】

○ 認定の効力（有効期間）は１年間です。認定の有効期間が満了する前に、毎年認定の更新の手続きが必要です。

○ 更新の申請に添付する書類は、新規認定の申請の添付書類と同じ書類であり、同様に申請書類は２部ご提出ください。

※ 別途、更新前の認定証の提出が必要です。

【書換・再交付・変更】

○ 認定証の記載事項に変更を生じた場合、認定証の書換え交付申請(2,000円)を行うことができます。

○ 認定証を棄損・紛失した場合、認定証の再交付申請(2,900円)を行うことができます。

○ 開設者の氏名（法人の場合、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名を含む。）や住所、専門性の認定を受けた薬剤師の氏名（専

門医療機関連携薬局のみ）を変更した場合や、薬局の名称を変更しようとするときは、変更届を提出してください。

○ 上記の書類は、２部ご提出ください。

【返納（廃止）】

○ 認定薬局である旨を称することをやめたとき（認定基準に適合しなくなった時など）は、返納（廃止）届を２部ご提出ください。 42


